
 

千 葉 市 都 市 計 画 公 聴 会 等 運 営 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 千 葉 市 都 市 計 画 公 聴 会 等 に 関 す る 規 則

（ 平 成 17年 千 葉 市 規 則 第 24号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第

２ 条 第 ２ 項 及 び 第 13条 の 規 定 に 基 づ き 、 千 葉 市 都 市 計 画 公

聴 会 （ 以 下 「 公 聴 会 」 と い う 。 ） 及 び こ れ に 代 わ る 説 明 会

（ 以 下 「 都 市 計 画 説 明 会 」 と い う 。 ） の 運 営 等 に 関 し 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 公 聴 会 の 開 催 ）  

第 ２ 条  公 聴 会 は 、 別 表 第 １ に 掲 げ る 都 市 計 画 の 決 定 又 は 変

更 す る た め に 案 を 作 成 し よ う と す る 場 合 に 開 催 す る も の と

す る 。  

２  都 市 計 画 法 （ 昭 和 43年 法 律 第 100号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 ） 第 21条 の ２ 及 び 都 市 再 生 特 別 措 置 法 （ 平 成 14年 法 律

第 22号 。 ） 第 37条 、 第 57条 の ２ 又 は 第 86条 の 規 定 に 基 づ く

都 市 計 画 の 提 案 に 係 る 場 合 で あ っ て 、 既 に 規 則 及 び こ の 要

綱 に 基 づ く 公 聴 会 に 相 当 す る 住 民 説 明 会 等 を 実 施 し た と 認

め ら れ る 場 合 は 、 規 則 第 ２ 条 第 １ 項 た だ し 書 き の 規 定 を 適

用 し 、 前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 公 聴 会 を 開 催 し な い 。  

３  公 聴 会 の 会 場 は 、 都 市 計 画 を 決 定 又 は 変 更 す る 土 地 の 区

域 内 又 は そ の 周 辺 に あ る 公 共 施 設 を 原 則 と し 、 交 通 の 利 便

性 を 考 慮 す る も の と す る 。  

４  前 項 の 会 場 は 、 傍 聴 人 を 50名 程 度 収 容 す る こ と が で き る

会 場 と す る 。  

（ 公 述 の 申 出 ）  

第 ３ 条  規 則 第 ４ 条 に 規 定 す る 書 面 は 、 原 則 、 公 述 申 出 書

（ 様 式 第 １ 号 ） に よ っ て 提 出 す る も の と す る 。  

２  規 則 第 ４ 条 に 規 定 す る 書 面 の 提 出 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に

よ り 行 う も の と す る 。  

（ １ ） 郵 便  

（ ２ ） フ ァ ク シ ミ リ  



 

（ ３ ） 電 子 メ ー ル  

（ ４ ） 都 市 計 画 課 の 窓 口 へ の 書 面 の 提 出  

（ ５ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 適 当 と 認 め る 方 法  

（ 公 述 人 の 選 定 等 ）  

第 ４ 条  規 則 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 公 述 人 の 選 定 は 、 次 に

掲 げ る 基 準 に よ り 行 う こ と と す る 。 た だ し 、 規 則 第 ７ 条 に

規 定 す る 議 長 （ 以 下 「 議 長 」 と い う 。 ） が 必 要 と 認 め る 場

合 は 、 こ れ に よ ら な い も の と す る こ と が で き る 。  

（ １ ） 公 述 人 は 、 10人 以 下 と す る 。  

（ ２ ） 規 則 第 ４ 条 に 規 定 す る 公 述 の 申 出 が 10人 を 超 え た 場 合

に は 、 同 趣 旨 の 意 見 を 提 出 し た 者 の う ち か ら 、 そ れ ぞ れ

公 開 に よ る 抽 選 に よ り 公 述 人 を 選 定 す る も の と す る 。  

（ ３ ） 公 述 の 順 序 は 、 公 述 人 の 氏 名 の 50音 順 と す る 。  

２  規 則 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 公 述 時 間 を 定 め る 場 合 は 、

１ 人 に つ き 15分 以 内 と す る 。  

３  規 則 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 公 述 人 選 定 通 知

書 （ 様 式 第 ２ 号 及 び 様 式 第 ３ 号 ） の 送 付 に よ り 行 う も の と

す る 。  

４  規 則 第 ５ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 公 聴 会 へ の 出 席 を 求 め る

者 は 、 ２ 名 以 内 と す る 。  

（ 公 聴 会 開 催 の 手 続 ）  

第 ５ 条  公 聴 会 の 開 催 に つ い て は 、 あ ら か じ め 、 規 則 第 ３ 条

第 １ 項 の 公 告 の ほ か 、 ち ば 市 政 だ よ り 及 び 千 葉 市 ホ ー ム ペ

ー ジ に 掲 載 し 、 周 知 す る も の と す る 。  

２  公 聴 会 の 開 催 に あ た っ て 、 縦 覧 す る 都 市 計 画 の 素 案 （ 以

下 「 素 案 」 と い う 。 ） の 縦 覧 期 間 は 、 １ 月 以 上 と す る 。  

（ 素 案 説 明 会 の 開 催 ）  

第 ５ 条 の ２  素 案 を 縦 覧 す る に あ た っ て は 、 素 案 説 明 会 を 開

催 す る も の と す る 。  

２  素 案 説 明 会 は 、 素 案 の 縦 覧 を 開 始 す る 前 に 開 催 す る も の

と す る 。 た だ し 、 や む を 得 な い 場 合 は 、 素 案 の 縦 覧 公 告 後



 

２ 週 間 を 経 過 す る ま で の 間 に 行 う こ と が で き る 。  

３  素 案 説 明 会 の 会 場 は 、 都 市 計 画 を 決 定 又 は 変 更 す る 土 地

の 区 域 内 又 は そ の 周 辺 に あ る 公 共 施 設 を 原 則 と し 、 交 通 の

利 便 性 を 考 慮 す る も の と す る 。  

（ 素 案 説 明 会 開 催 の 手 続 ）  

第 ５ 条 の ３  素 案 説 明 会 の 開 催 に つ い て は 、 あ ら か じ め ち ば

市 政 だ よ り 及 び 千 葉 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る も の と す る 。  

２  素 案 説 明 会 を 開 催 す る 場 合 は 、 あ ら か じ め 説 明 会 資 料 を

配 布 す る と と も に 千 葉 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る こ と と す

る 。  

３  前 項 の 資 料 配 布 は 、 都 市 局 都 市 部 都 市 計 画 課 に て 行 う こ

と と し 、 そ の 期 間 は ２ 週 間 以 上 と す る 。  

（ 素 案 説 明 会 の 運 営 ）  

第 ５ 条 の ４  素 案 説 明 会 の 出 席 者 は 、 素 案 に 対 す る 質 疑 の ほ

か 、 意 見 陳 述 を す る こ と が で き る 。  

２  素 案 説 明 会 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 記 録

を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 素 案 の 種 類 及 び 名 称  

（ ２ ） 素 案 の 概 要  

（ ３ ） 素 案 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所  

（ ４ ） 出 席 者 の 人 数  

（ ５ ） 出 席 者 が 述 べ た 質 疑 又 は 意 見 の 要 旨  

（ ６ ） 前 号 の 内 容 に 対 す る 市 の 回 答 又 は 見 解  

３  前 項 の 規 定 に よ り 作 成 し た 記 録 は 、 千 葉 市 ホ ー ム ペ ー ジ

へ の 掲 載 及 び 素 案 の 縦 覧 期 間 中 に 都 市 計 画 課 窓 口 に 閲 覧 に

供 す る も の と す る  

（ 議 長 ）  

第 ６ 条  議 長 は 、 都 市 部 内 の 部 長 、 参 事 、 技 監 又 は 課 長 の 職

に あ る 者 の 中 か ら 都 市 局 長 が 指 名 す る 。  

（ 代 理 人 又 は 書 面 に よ る 意 見 の 提 出 ）  

第 ７ 条  規 則 第 ９ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 委 任 状 は 、 委 任 状 （ 様



 

式 第 ４ 号 ） と し 、 同 項 に 規 定 す る 書 面 は 、 公 述 意 見 書 （ 様

式 第 ５ 号 ） と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 公 述 意 見 書 は 、 公 聴 会 に お

い て 議 長 又 は 議 長 が 指 名 し た 職 員 が 朗 読 す る も の と す る 。  

（ 傍 聴 ）  

第 ８ 条  公 聴 会 の 傍 聴 者 の 定 員 は 、 公 聴 会 の 会 場 の 収 容 人 数

を 勘 案 し 、 議 長 が 決 定 す る も の と す る 。  

２  公 聴 会 の 傍 聴 者 の 決 定 方 法 は 、 公 聴 会 当 日 の 先 着 順 と す

る 。  

３  傍 聴 の 受 付 は 、 公 聴 会 の 開 始 30分 前 か ら と す る 。  

 （ 公 述 の 内 容 に 対 す る 見 解 の 公 表 ）  

第 ９ 条  規 則 第 12条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 公 表 の 方 法 は 、 千 葉

市 ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 及 び 都 市 計 画 の 案 の 縦 覧 と 併 せ て

閲 覧 に 供 す る 方 法 と す る 。  

（ 都 市 計 画 説 明 会 の 開 催 ）  

第 10条  都 市 計 画 説 明 会 は 、 公 聴 会 を 実 施 し な い 場 合 （ 規 則

第 ６ 条 の 規 定 に よ り 中 止 し た も の を 除 く 。 ） に 開 催 す る も

の と す る 。  

２  別 表 第 ２ に 掲 げ る 都 市 計 画 の 案 を 作 成 し よ う と す る 場 合

は 、 規 則 第 ２ 条 第 １ 項 た だ し 書 き の 規 定 を 適 用 し 、 前 項 の

規 定 に 関 わ ら ず 都 市 計 画 説 明 会 を 開 催 し な い 。  

３  都 市 計 画 説 明 会 の 会 場 に つ い て は 、 第 ５ 条 の ２ 第 ３ 項 の

規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 中 「 素 案 説 明 会 」

と あ る の は 「 都 市 計 画 説 明 会 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ 都 市 計 画 説 明 会 開 催 の 手 続 ）  

第 11条  前 条 に 規 定 す る 都 市 計 画 説 明 会 の 開 催 に あ た っ て は 、

第 ５ 条 の ３ の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 中

「 素 案 説 明 会 」 と あ る の は 「 都 市 計 画 説 明 会 」 と 読 み 替 え

る も の と す る 。  

（ 都 市 計 画 説 明 会 の 運 営 ）  

第 12条  第 10条 に 規 定 す る 都 市 計 画 説 明 会 の 運 営 に あ た っ て



 

は 、 第 ５ 条 の ４ の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同

条 中 「 素 案 説 明 会 」 と あ る の は 「 都 市 計 画 説 明 会 」 と 、

「 素 案 の 縦 覧 期 間 中 に 都 市 計 画 課 窓 口 で 閲 覧 」 と あ る の は

「 都 市 計 画 の 案 の 縦 覧 と 併 せ て 閲 覧 」 と 読 み 替 え る も の と

す る 。  

（ 事 務 局 ）  

第 13条  公 聴 会 、 素 案 説 明 会 及 び 都 市 計 画 説 明 会 の 事 務 局 は 、

都 市 局 都 市 部 都 市 計 画 課 に 置 く 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ６ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ３ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ９ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 

別 表 第 １  

１  環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 81号 ） 第 40条 に 規 定

す る 環 境 影 響 評 価 を 実 施 す べ き 都 市 計 画 。  

２  千 葉 県 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 10年 千 葉 県 条 例 第 26

号 ） 第 41条 に 規 定 す る 環 境 影 響 評 価 を 実 施 す べ き 都 市 計

画 。  

３  千 葉 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 10年 千 葉 市 条 例 第 39

号 ） 第 43条 に 規 定 す る 環 境 影 響 評 価 を 実 施 す べ き 都 市 計

画 。  

４  法 第 ６ 条 の ２ 、 第 ７ 条 又 は 第 ７ 条 の ２ で 規 定 す る 都 市

計 画 区 域 の 整 備 、 開 発 及 び 保 全 の 方 針 、 区 域 区 分 又 は 都

市 再 開 発 方 針 等 （ 都 市 計 画 法 施 行 令 （ 昭 和 44年 政 令 第

158号 。 以 下 「 政 令 」 と い う 。 ） 第 14条 に 規 定 す る 軽 易

な 変 更 を 除 く 。 )。  

５  地 域 地 区 （ 法 第 ８ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 地 域 、 地 区 又

は 街 区 を い う 。 ） の う ち 、 法 第 87条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 指 定 都 市 が 定 め る も の と さ れ た 都 市 計 画 (用 途 地 域

を 変 更 す る 場 合 に お け る 市 街 地 開 発 事 業 等 に 伴 う 変 更 な

ど 局 地 的 な も の 及 び 政 令 第 14条 に 規 定 す る 軽 易 な 変 更 を

除 く 。 )。  

６  都 市 施 設 （ 法 第 11 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 施 設 を い

う 。 ） の う ち 、 法 第 87条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 都

市 が 定 め る も の と さ れ た 都 市 計 画 （ 政 令 第 14条 に 規 定 す

る 軽 易 な 変 更 を 除 く 。 ） 。  

７  市 街 地 開 発 事 業 （ 法 第 12条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 業 を

い う 。 ） の う ち 、 法 第 87条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定

都 市 が 定 め る も の と さ れ た 都 市 計 画 （ 政 令 第 14条 に 規 定

す る 軽 易 な 変 更 を 除 く 。 ） 。  

８  市 街 地 開 発 事 業 等 予 定 区 域 （ 法 第 12条 の ２ 第 １ 項 各 号

に 掲 げ る 予 定 区 域 を い う 。 ） 。  

９  そ の 他 公 聴 会 を 開 催 す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 都 市

計 画 。  



 

別 表 第 ２  

１  政 令 第 14条 に 該 当 し 、 か つ 、 直 接 の 利 害 関 係 を 有 す る

者 が 限 定 さ れ る も の  

２  法 第 ８ 条 第 １ 項 第 14号 に 規 定 す る 生 産 緑 地 地 区 の 変 更

（ 土 地 所 有 者 の 要 請 に よ る も の 及 び 公 共 施 設 の 整 備 に 係

る も の に 限 る 。 ）  

３  都 市 施 設 （ 法 第 11 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 施 設 を い

う 。 ） の う ち 、 既 に 供 用 済 の 施 設 の 追 加 決 定  

４  法 及 び 都 市 再 生 特 別 措 置 法 に 基 づ く 都 市 計 画 の 提 案 に

係 る も の で 、 既 に 規 則 及 び こ の 要 綱 に 基 づ く 公 聴 会 又 は

都 市 計 画 説 明 会 に 相 当 す る 住 民 説 明 会 等 を 実 施 し た と 認

め ら れ る も の  

５  そ の 他 直 接 の 利 害 関 係 を 有 す る 者 が 限 定 さ れ 、 か つ 、

周 辺 に 与 え る 影 響 が 少 な い と 考 え ら れ る も の で 、 事 業 説

明 会 等 で 了 解 が 得 ら れ た も の  

 



 

様 式 第 １ 号  

公 述 申 出 書  

 

（ あ て 先 ） 千 葉 市 長  

 

    年   月   日 付 で 公 告 さ れ た 千 葉 都 市 計 画 ○ ○

○ ○ の 決 定 （ 変 更 ） の 素 案 に 対 し て 、 下 記 の と お り 意 見 を 述

べ た い の で 、 申 し 出 い た し ま す 。  

 

記  

意 見 の 要 旨 及 び そ の 理 由  

 

年   月   日  

公 述 申 出 人  住   所                  

氏名又は名称                

法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 並 び に そ の 法 人 を 代 表 し て 公 述 を す る 者 の 氏 名  

利 害 関 係                  

（ 本 市 に 住 所 が な い 方 の み ）  

連絡先電話番号              

連絡先電子メールアドレス         ＠            

※ 「 意 見 の 要 旨 及 び そ の 理 由 」 を 別 紙 と す る 場 合 は 、 Ａ ４ 版

横 書 き と し 、 ４ ０ ０ 字 程 度 で 意 見 の 要 旨 及 び そ の 理 由 を 区

分 し て 記 載 し て く だ さ い 。  



 

様 式 第 ２ 号  

  年   月   日  

 

（ 公 述 人 氏 名 ） 様  

千  葉  市  長  

 

千 葉 都 市 計 画 ○ ○ ○ ○ の 決 定 （ 変 更 ） に 関 す る  

公 聴 会 の 公 述 人 選 定 結 果 に つ い て （ 通 知 ） ○ ○  

 

千 葉 市 都 市 計 画 公 聴 会 等 に 関 す る 規 則 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 千 葉 都 市 計 画 ○ ○ ○ ○ に 関 す る 公 聴 会 に お け る 公 述

人 と し て 、 あ な た を 選 定 い た し ま し た 。  

 つ き ま し て は 、    年   月   日 （  ）   時   分

か ら 、 ○ ○ ○ ○ に お い て 公 聴 会 を 開 催 し ま す の で 、 ご 出 席 を

お 願 い し ま す 。  

 な お 、 公 述 人 の 留 意 事 項 は 下 記 の と お り で す 。  

 

記  

１  公 述 時 間 は １ ５ 分 以 内 と い た し ま す 。  

２  当 日 は 、 公 聴 会 開 始 時 刻 の ２ ０ 分 前 に 会 場 に お い で い た

だ き 、 こ の 通 知 書 を 受 付 に 提 示 し て く だ さ い 。  

３  発 言 順 位 は 、 ○ ○ 番 で す 。  

４  発 言 に あ た っ て は 、 ま ず ご 自 分 の 住 所 、 氏 名 を お 知 ら せ

願 い ま す 。  

５  委 任 状 又 は 公 述 意 見 書 の 提 出 が な く 、 当 日 欠 席 の 場 合 は 、

公 述 申 出 書 の 内 容 を 議 長 が 代 読 し ま す 。  

 

（ 問 合 せ 先 ） 千 葉 市 都 市 局 都 市 部 都 市 計 画 課  

Ｔ Ｅ Ｌ ：    －    －      

Ｆ Ａ Ｘ ：    －    －      

e-mail：      @       



 

様 式 第 ３ 号  

  年   月   日  

 

（ 公 述 人 氏 名 ） 様  

 

千  葉  市  長  

 

千 葉 都 市 計 画 ○ ○ ○ ○ の 決 定 （ 変 更 ） に 関 す る  

公 聴 会 の 公 述 人 選 定 結 果 に つ い て （ 通 知 ） ○ ○  

 

あ な た か ら 千 葉 都 市 計 画 ○ ○ ○ ○ の 決 定 （ 変 更 ） に 関 す る

公 聴 会 に 対 す る 公 述 申 出 書 の 提 出 が あ り ま し た が 、 千 葉 市 都

市 計 画 公 聴 会 等 に 関 す る 規 則 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 公 述

人 と し て 選 定 さ れ ま せ ん で し た の で 、 通 知 い た し ま す 。  

な お 、 今 後 と も 本 市 の 都 市 計 画 行 政 に つ い て 、 ご 協 力 い た

だ き た く 、 よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

 

 

 

 

 

（ 問 合 せ 先 ） 千 葉 市 都 市 局 都 市 部 都 市 計 画 課  

Ｔ Ｅ Ｌ ：    －    －      

Ｆ Ａ Ｘ ：    －    －      

e-mail：      @       



 

様 式 第 ４ 号  

（ あ て 先 ） 千 葉 市 長  

 

委  任  状  

 

私 は 、     年   月   日 に お い て 開 催 さ れ る 公 聴 会

に お け る 公 述 人 と し て 選 定 通 知 を 受 け ま し た が 、 都 合 に よ り

公 聴 会 当 日 、 公 述 で き ま せ ん 。  

つ き ま し て は 、 千 葉 市 都 市 計 画 公 聴 会 等 に 関 す る 規 則 第 ９

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 前 述 の 公

聴 会 に お け る 公 述 に 関 す る 一 切 の 権 限 を 委 任 い た し ま す 。  

 

記  

 代 理 人  住   所                   

     氏   名                   

     法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 並 び に そ の 法 人 を 代 表 し て 公 述 を す る 者 の 氏 名  

連絡先電話番号              

連絡先電子メールアドレス         ＠  

 

     年   月   日  

 公 述 人  住   所                  

     氏名又は名称               

法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 並 び に そ の 法 人 を 代 表 し て 公 述 を す る 者 の 氏 名  

利 害 関 係                  

（ 本 市 に 住 所 が な い 方 の み ）  

連絡先電話番号              

連絡先電子メールアドレス         ＠  



 

様 式 第 ５ 号  

 

（ あ て 先 ） 千 葉 市 長  

 

公 述 意 見 書  

 

私 は 、     年   月   日 に お い て 開 催 さ れ る 公 聴 会

に お け る 公 述 人 と し て 選 定 通 知 を 受 け ま し た が 、 都 合 に よ り

公 聴 会 当 日 、 公 述 で き ま せ ん 。  

つ き ま し て は 、 千 葉 市 都 市 計 画 公 聴 会 等 に 関 す る 規 則 第 ９

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 別 紙 に よ り 意 見 を 提 出 い た し ま す 。  

 

 

 

 

 

     年   月   日  

 公 述 人  住   所                    

     氏名又は名称                

法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 並 び に そ の 法 人 を 代 表 し て 公 述 を す る 者 の 氏 名  

利 害 関 係                  

（ 本 市 に 住 所 が な い 方 の み ）  

連絡先電話番号              

連絡先電子メールアドレス         ＠  

 

 

※ 別 紙 は Ａ ４ 縦 版 横 書 き と し 、 規 則 第 ８ 条 第 ２ 項 に 準 じ て 、

5,000字 以 内 で 意 見 を 記 載 し て く だ さ い 。  


